
【提出案件】◇議案第１号  平成２４年度後志広域連合介護保険事業特別 

会計補正予算（第１号）・・・原案可決 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                     第６号 

   

 平成 24 年第２回後志広域連合議会臨時会開催  

 平成２４年第２回後志広域連合議会臨時会が８月２２日倶知安町のホ

テル第一会館３階会議室で開催されました。 

提出案件については、平成２４年度補正予算案１件が可決されました。 

 

   

 

 

～～介介護護保保険険課課かかららののおお知知ららせせ～～   
 

○高額介護サービス費の支給申請について  
介護保険には、利用者の負担軽減のために、

同じ月内で負担するサービス費の合計額（同

じ世帯に複数の利用者がいる場合には世帯合

計額）が、右表の負担上限額を超えたときは、

超えた分を「高額介護サービス費」として後

から支給される制度があります。 
この高額介護サービス費の支給を受けるに

は、高額介護サービス費支給申請書の提出が

必要です。該当される方は、お住まいの町村

役場の介護保険担当窓口にご相談ください。 
※  一度申請書をご提出いただきますと、それ以降につきましては高額介護サービス費の該当がある場合は、自

動的にご指定の口座へ振り込みすることとなります。 
※  施設入所・ショートステイ・入院等の食費・居住費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修及び福

祉用具購入の自己負担分は高額介護サービス費の支給対象になりません。 
 
○介護保険料は必ず納めましょう   
皆様から納めていただく介護保険料は、介護保険を運営していくための大切な財源となるものです。 
「みんなで支え合う」という制度の趣旨をご理解いただき、介護が必要になったときに誰もが安心して

サービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。 
 
介護保険料を納めなかったらどうなるの？ 

 
※ 災害など特別な事情があると認められたときは、保険料の減免等を受けられる場合がありますので後志広域

連合又はお住まいの役場介護保険担当までご相談ください。   

利 用 者 負 担 段 階 
高額介護サービス
費の負担上限額 

（月額） 

第 1 段階 
老齢福祉年金受給者で、世帯全
員が市町村民税非課税の方、又
は生活保護受給者 

１５，０００円 

第 2 段階 
世帯全員が市町村民税非課税
で、合計所得金額と課税年金収
入額の合計が 80 万円以下の方 

１５，０００円 

第 3 段階 
世帯全員が市町村民税非課税
で、利用者負担第 2 段階に該当
しない方 

２４，６００円 

第 4 段階 上記以外の方 ３７，２００円 

１年以上滞納した場合 
利用したサービス費をいったん全額自己負担します。後日、申請により保険

給付分（費用の９割）が払い戻されます。 

１年６ヶ月以上滞納した場合 
利用したサービス費をいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払い戻

し申請をしても、一部又は全部が一時的に差し止められます。 

２年以上滞納した場合 
保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担が３割に引き上げられます。

また、高額介護サービス費等も受けられなくなります。 

平成２４年 11 月発行 

後志広域連合  

〒044-8588 

虻田郡倶知安町北 1 条東 2 丁目 

後志合同庁舎車庫棟２階 

ＴＥＬ 0136-55-8010 ＦＡＸ 0136-22-4466 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： http://www.shiribeshi-kouiki.jp/ 

 

（お問い合わせ）介護保険課 TEL 0136-55-8013 



～～税税務務課課かかららののおお知知ららせせ～～   
  

税務課では、関係町村から町村税・国民健康保険税に係る徴収の依頼を受けた滞納事案について、

税の公平性を確保するため迅速かつ効果的に滞納処分することによって、徴収率の向上及び滞納額の

縮減を図っています。 
また、研修等を実施することによって、関係町村の徴収実務の知識・技術の蓄積を図り、徴収力の

強化を目指しています。 

　　　　・納税の催告
　・広域連合への

財産調査実施

財産差押

換価・公売

関係町村へ徴収金の送付

 
 
 

～～国国民民健健康康保保険険課課かかららののおお知知ららせせ～～   
 

○ 国民健康保険一部負担金の減額・免除及び徴収猶予について 
世帯主、又は主たる生計者の方が下記のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難と

なった場合において必要と認められるとき、申請により一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いに

ついて、減額・免除又は徴収猶予を受けることができます。 
 

(１) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により 

収入が著しく減少したとき。 

(２) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。 

(３) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 

(４) 上記に掲げる事由に類する事由があったとき。 

 
 

※１ 他制度の適用が可能であるときは、その制度を使用していただくことになります。 

※２ すでに一部負担金の支払いを済ませたものは、原則として減免等の対象にはなり 

ません。 

 

徴収猶予・減免の認定基準など、詳しい内容･相談等については、後志広域連合国民健康保険課

保険給付係(TEL0136-55-8012)までお問い合わせください。 

（お問い合わせ）税務課 TEL 0136-55-8011 

　　引継予告 （預金、給料、自動車、土地・建物など）

これは
大変だ！


